
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弊校の訓練生は、初めての就職活動になる者が多数です。誤解を生じやすいため、正確かつわかりやすく記載してください。労働条件を明示する求人票は、そのまま採用後の労働

条件になることが期待されていますが、求人票は労働条件通知書ではありません。 

使用者は労働契約の締結に際し、あらためて労働者に対して賃⾦、労働時間その他の労働条件を書⾯などで明⽰しなければなりません（労基法15 条1 項）。 

求人票の記入説明 

本社所在地と出勤

場所が異なる場合

は２箇所書く。 

募集対象にする学

科を選択する。 

会社概要や事業内

容・特長を書く。

貴社を把握・理解

する入口になる。 

募集人数を書く。 

試用期間「有」の

場合は期間を書

く。雇用条件「変

更あり」の場合は

その内容を書く。 

最初に担当する仕

事内容を、応募者

目線で分かりやす

く不安を持たれな

いように書く。 

国民の祝日は年間

15日前後。日曜が

約52日前後。そ

の他より年間休日

数を算出する。ま

たは前年実績日数

を書く。 

月給制は、原則固

定給／月です。日

給制、時給制は単

価を書く。 

日給まとめ払いと

日給月給は違う。 

「月平均労働日

数」を計算。 

例（365－年間休

日合計100÷12月

≒22.0日 

毎月手当：毎月定

額で支払う。 

役職・技能・資格

等の手当等。 

臨時手当：都度・

不定期に支給する

手当。 

賞与について、前

年度実績を書く。

新入社員向けと一

般社員の実績。 

その他特記事項は

求人票に関する補

足したい情報を書

く。自由に使用し

て下さい。 

変形労働時間制

「有」の場合は「一

年」「一月」「他」か

ら選択。「その他特

記事項」に内容を書

く。 

「月給制」は上記の

まま、「日給」「時

給」は労働時間、月

平均労働日数から算

出した額。 

時間外の有無にか

かわらず、毎月支

給する手当。対象

時間を超える時間

外労働は追加支給

になる。 

月平均時間外労働

（残業）を書く。 

有給休暇の付与時

期と「一日・半

日・時間」取得の

単位を選択する。 

ネット情報は、訓

練生が貴社を知る

手掛かりです。 

本社以外の異なる

住所（支店・営業

所・作業場等）の

数を書く。 

支店・営業所があ

る場合は将来の転

勤の可能性につい

ても書く。 

昇給はベースアッ

プ込みの前年度実

績を書く。 

現場など施工エリ

アの範囲を書く。 

36協定「有」の

場合は「その他

特記事項」に内

容を書く。 

職種は独自の呼称

表現は避ける。 

弊校出身者を採用

または雇用したこ

とがあるか書く。 

現在弊校出身者の

在籍状況。 


